
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び

に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
従
業
員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

業

種

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額

従
業
員
の
数

一

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ
及

び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造
業
を

除
く
。）

三
億
円

九
百
人

二

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

三
億
円

三
百
人

三

旅
館
業

五
千
万
円

二
百
人

府

令

平成™—年Ÿ月˜日 金曜日 第›ŸŸš号官 報

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
実
務
修
習
に
係
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
十
六
条
の
十
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

手
数
料
の
額
は
、
十
一
万
八
千
六
百
円
と
す
る
。

（
指
定
修
習
機
関
の
行
う
実
務
修
習
事
務
に
係
る
手
数

料
の
額
の
認
可
）

第
四
条

法
第
十
六
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
修
習
機
関
は
、
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
及
び
実
務
修
習
事
務
の
実

施
に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
数
料
の
額
の
変
更
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
認
可
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

手
数
料
の
額
が
当
該
実
務
修
習
事
務
の
適
正
な
実

施
に
要
す
る
費
用
の
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

特
定
の
者
に
対
し
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

液
化
石
油
ガ
ス
こ
ん
ろ
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

る
も
の

イ

液
化
石
油
ガ
ス
を
充
て
ん
し
た
容
器
が
部
品

又
は
附
属
品
と
し
て
取
り
付
け
ら
れ
る
構
造
の

も
の

ロ

液
化
石
油
ガ
ス
の
消
費
量
の
総
和
が
十
四
キ

ロ
ワ
ッ
ト
（
ガ
ス
オ
ー
ブ
ン
を
有
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
二
十
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も

の
で
あ
つ
て
、
こ
ん
ろ
バ
ー
ナ
ー
一
個
当
た
り

の
液
化
石
油
ガ
ス
の
消
費
量
が
五
・
八
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
ガ
ス
事
業
法
施
行

令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
用
品
の
製
造
、
輸

入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行

の
日
か
ら
一
年
間
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
三
十
九
条
の
三

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
三
十
九
条
の
十
二
の

規
定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
当
該
ガ
ス
用
品

を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別

表
第
一
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の

製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保

安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十

九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
四
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
当
該
液
化
石
油
ガ

ス
器
具
等
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
八
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

政
令
第
二
百
四
十
六
号

弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
弁
理
士
法（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
十
六
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
第

四
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
中
「
第
十
号
ま
で
」を「
第

十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
八
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

政
令
第
二
百
四
十
七
号

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十

一
号
）
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
三

並
び
に
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

第
二
条
第
七
項
及
び
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第

六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

ガ
ス
こ
ん
ろ
（
ガ
ス
の
消
費
量
の
総
和
が
一
四

キ
ロ
ワ
ッ
ト
（
ガ
ス
オ
ー
ブ
ン
を
有
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
二
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
以
下
の
も
の
で

あ
つ
て
、
こ
ん
ろ
バ
ー
ナ
ー
一
個
当
た
り
の
ガ
ス

の
消
費
量
が
五
・
八
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に

限
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
の
も
の
を
除
く
。）

ゴ
ラ
ン
高
原
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
八
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

政
令
第
二
百
四
十
八
号

ゴ
ラ
ン
高
原
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す

る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力

に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条

第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

ゴ
ラ
ン
高
原
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二

十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

外
務
大
臣

高
村

正
彦

防
衛
大
臣

石
破

茂

〇
内
閣
府
令
第
四
十
八
号

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）、一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び

公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
五
十
号
）
及
び
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に

関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
九
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
条
の
三
及
び
警
備
業
法
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則

及
び
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
八
月
一
日内

閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫
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